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毎月1日 ・ 15日発行

令和５年（2023年）

7/15
市
の
デ
ー
タ

世帯　 299,738（299増）
面積　 85.62㎢

人口　 646,940人（98人増）
　男　 319,761人
　女　 327,179人 （令和5年6月1日現在の常住人口。増減は前月比）

スポーツで健康船橋こんにちは

発行/船橋市　　編集/市長公室広報課
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25　FAX 047-436-2769
☎047-436-2111(代）　船橋市の市外局番は「047」です

市ホームページは左コードから。
コードの読み取り方を知りたい人は

過度な負担により学校生活や日常生活に支障が生じている…。それってヤングケアラーかも…

障害や病気のあるきょ
うだいや家族の世話・
見守りをしている

目が離せない家族の
見守りや声掛けなど
の気遣いをしている

市独自 ヤングケアラーの実態調査を実施 ※昨年5月に小学4年生から高校3年生までを対象に実施
　（対象者4万9555人のうち2万2764人が回答）

そのうち約36パーセントが
「世話等により生活に影響が
出ている」と回答

相談しない理由➡「誰かに相談するほどの悩みで
はない」と小学生66.8パーセント、中学生73.8
パーセントが回答

●「自分の時間がない」
● 「勉強・宿題に影響が出て
いる」
との声も…

●「家族のことであるため話しにくい」
● 「誰に相談すればよいか分からない」との声も…

子どもたちには、さま
ざまな状況があり、一

人一人に

寄り添った支援をして
いくことが大切です
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世話をしている家族等が「いる」 誰かに相談したことがあるか

ない
58.6%

ある
13.7%無回答

27.8%

家計を支えるために労働
をして、障害や病気のある
家族を助けている

ために労働ために労に労働働に労に労に労に労に労に労に労に労に労に労に労に労に労に労に労に労働働働働
気のあるあるや病気のある気の気の気の気のあるあるあるある

いるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいる

家族に代わり、幼い
きょうだいの世話を
している

障害や病気のある家族に 
代わり、買い物・料理・掃除・
洗濯などの家事をしている

▶▶

　近年、社会的な問題となっているヤングケアラーは、本来大人が担
うと想定されている家事や家族の世話などを、日常的に行う子ども
のことです。大切な家族のために家の手伝いや世話をすることは、
とても素晴らしいことです。しかし、過度な負担により学業などに
支障が生じたり、心身の健康状態の悪化につながったりするなど、日
常生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。昨年5月に、市独
自で小学4年生から高校3年生までを対象に実施した調査では「自分

をヤングケアラーだと思う」と答えた子どもが、全体の1.6パーセン
トいました。一方で、4.8パーセントが「世話をしている家族等がい
る」と答えており、潜在的なヤングケアラーも存在すると考えられま
す。市では、これらのアンケートを基に、子どもたちを支援するため
の取り組みとして、新たに市独自で専門の職員を配置し、子どもたち
の気持ちに寄り添いながら対応していきます。詳しくは2面をご覧
ください。

船橋市二次元コード 検索

問こども家庭支援課☎436-2408

考えてみよう「ヤングケアラー」
これって当たり前？

家族のための
「お手伝い」は

大切なことだけど…

それとも…

自分の時間が取れず、勉強する
時間がない

学校の遅刻・早退・欠席が増
える

友だちなどと
遊ぶことが
できない

睡眠が十分に
取れない



皆さんの生活を守るための給付・
補助・助成を実施
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L
I
N
E
相
談
窓
口
を
開
設

　「
家
事
の
こ
と
で
誰
か
に
話
を
聞
い
て

ほ
し
い
」「
家
族
の
世
話
が
忙
し
く
て
勉
強

す
る
時
間
が
な
い
」と
い
っ
た
、さ
ま
ざ

ま
な
悩
み
を
持
つ
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を

早
期
に
発
見
し
、支
援
に
つ
な
げ
る
た
め

の
身
近
な
相
談
先
と
し
て
、窓
口
や
電
話

で
の
相
談
に
加
え
、7
月
18
日
㈫
か
ら

L
I
N
E
に
よ
る
相
談
を
開
始
し
ま
す
。

　
相
談
に
は
、本
年
度
か
ら
新
た
に
配

置
し
た
専
門
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー（
社
会
福
祉
士
、心
理
士
、

教
員
O
B
）が
対
応
し
ま
す
。
ま
た
、必

要
に
応
じ
て
介
護
や
障
害
等
の
福
祉
部

　
年
齢
や
成
長
の
度
合
い
に
見
合
わ
な
い
重
い
責
任
や
負
担
を
負
い
、勉
強
に
励
む
時
間
や
部
活
動
に
打
ち
込
む
時
間

な
ど「
子
ど
も
と
し
て
の
時
間
」を
引
き
換
え
に
、家
事
や
家
族
の
世
話
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。
市
で
は
、

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
や
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
た
め
、新
た
な
相
談
窓
口
を
開
設
し
、子
ど
も
た
ち
の
気
持
ち
に
寄
り
添
い

な
が
ら
、必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

門
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
げ
ま
す
。
相
談

は
、本
人・
家
族・
地
域
の
人
等
、ど
な
た

か
ら
で
も
対
応
し
ま
す
。

相
談
窓
口

●
L
I
N
E
相
談

〈
開
始
日
時
〉7
月
18
日
㈫
午
前
9
時
〜

〈
利
用
時
間
〉メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
信
は
い

つ
で
も
可
※
相
談
へ
の
回
答・対
応
時
間

は
平
日
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

〈
利
用
方
法
〉「
船
橋
市
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
相
談
」を
友
だ

ち
追
加（
下
コ
ー
ド
）

●
窓
口・電
話
相
談

〈
利
用
時
間
〉平
日
午
前
9
時
〜
午
後

5
時

〈
場
所・
問
合
せ
〉こ
ど
も
家
庭
支
援
課

☎
436
–
2
4
0
8

関
係
機
関
と
連
携

子
ど
も
た
ち
を
支
援
に
つ
な
げ
ま
す

　
市
で
は
、相
談
窓
口
に
つ
い
て
子
ど

も
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、チ
ラ

シ
を
作
成
し
、市
内
の
学
校
で
の
配
布

等
を
進
め
る
ほ
か
、市
立
小・
中
学
校
の

子
ど
も
た
ち
に
貸
し
出
し
て
い
る
学
習

用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
内
に
L
I
N
E
の

二
次
元
コ
ー
ド
を
掲
載
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、子
ど
も
た
ち
が
抱
え
る
問
題
の

解
決
に
向
け
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
福
祉
の
専
門
家
で
あ
る

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
や
市
の

関
係
機
関
と
連
携
し
、サ
ポ
ー
ト
に
当
た

り
ま
す
。
今
後
は
、地
域
の
民
生
委
員・児

童
委
員
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
関
係
機
関
と

も
連
携
を
図
り
な
が
ら
、必
要
な
支
援
に

つ
な
げ
て
い
き
ま
す（
下
記
図
参
照
）。

　
　
　
　
　
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス・

　
　
　
　
　
ミ
ー
ル
サ
ポ
ー
ト

　
9
月
か
ら
は
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
や
そ

の
家
族
を
支
援
す
る
た
め
、必
要
に
応
じ

て
食
事
作
り
や
掃
除
、洗
濯
等
の
家
事
を

行
う
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス（
家
事
援

助
）や
、希
望
に
応
じ
て
一
定
期
間
、レ
ト

ル
ト
食
品
や
お
弁
当
を
届
け
る
ミ
ー
ル
サ

ポ
ー
ト（
配
食
サ
ー
ビ
ス
）も
開
始
し
て
い

き
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
当
た
っ

て
は
、ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が
面
接・訪
問
を
し
、適
切
な
支
援
に

つ
な
ぎ
ま
す
。

①②国保年金課☎436-2395
③介護保険課☎436-2303①国民健康保険料（第2期） ②後期高齢者医療保険料（第1期） ③介護保険料（第2期）の納期限は7月31日㈪です 問

市
独
自

県
内
初

〈ヤングケアラーコーディネーターの役割〉

見守り回答・支援

回答・支援
相談

相談（●）・連携

相談（●）

相談・連携情報提供・
共有

子ども

学校

（●）上記の相談窓口
までご連絡ください

民生委員・児童委員
医療機関・福祉施設
など

ヤングケアラー
コーディネーター

関係機関
行政

先生・スクールソーシャルワーカーなど

　家庭内のお手伝いは、とても素晴らしいことで
す。ただ、家族のケア等で自分の時間がなく、友だ
ちと過ごす時間もない。そのような状況の中で、誰
に相談してよいのか分からず、一人で悩んでいる子
どもたちもいます。新たに始まる LINE相談は、対
面や電話での相談などが苦手でも、気軽に利用で
きます。自分のやりたいことや学びたいことは何
なのか、一緒に考えてみませんか。学校の先生や友
だちなど、周りの人に言いづらいことでも、私たち 
ヤングケアラーコーディネーターが相談に乗りま
すので、一人で抱え込まず、気軽に連絡ください。

自分の時間や友だちと過ごす時間を大切に

杉本 元子
心理士

江馬 瑞紀
社会福祉士

西尾 徹
教員OB

■相談は、子どもを見守る大人からも受け付けています。周りに気になるお
子さんがいましたら、上記の相談窓口まで連絡ください。

私たち「ヤングケアラー
コーディネーター」が相談

に乗ります！

▲ チラシにはLINE相
談の友だち登録が
できる二次元コー
ドを掲載

子
ど
も
と
そ
の
家
族
へ
の
新
た
な
支
援
を
開
始

　5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯等に、1世帯当
たり3万円を給付します。
〈申請時期〉7月下旬から順次、案内と確認書を送付予定
■5年1～10月の間に予期せず家計が急変し、5年度住民税非課税世帯と同様
の事情にあると認められる世帯も対象となる場合があります。コールセンター
へご連絡ください。

非課税世帯等に3万円を支給世帯向け
問船橋市住民税非課税世帯等給付金コールセンター☎0120-777-136

　貨物自動車運送事業者等の事業継続を支援するため、助成金を交
付します。本年度は、観光バス（一般貸切旅客自動車運送事業）用の
車両も新たに対象となります。
〈申請期限〉6年2月29日㈭（必着）まで

　　　貨物自動車運送事業者等燃料費高騰対策助成金事業者向け
問商工振興課☎436-2474

市独自

　市内を運行する路線バス・タクシー事業者のエネルギー価格高騰に対する影
響緩和のために支援金を交付します。
〈申請期限〉10月31日㈫（必着）まで

エネルギー価格高騰対策支援金路線バス・タクシー事業者向け
問道路計画課☎436-2055

　農業経営が圧迫されている農業経営者を支援するため、肥料・諸材
料費等を助成します。
〈申請期限〉8月31日㈭（必着）まで

肥料・諸材料費等を助成農業経営者向け
問農水産課☎436-2494

　生活困窮者を支援する団体に対し、コロナ禍における物価高騰
の影響を受け、支援ニーズが高まった活動に要した経費を補助し
ます。
〈申請期限〉8月15日㈫（消印有効）まで

生活困窮者支援を行う団体に補助 問地域福祉課☎436-2314

　消費の下支えとして、商店街の活性化を図るため市内商店会等が
実施する「キャッシュレス決済ポイント還元事業」などに対して補助
します。また、事業説明会を7月26日㈬午後3時から消防局5階講堂
で開催します（要事前予約）。
〈申請期限〉8月31日㈭（必着）まで

問商工振興課☎436-2472
　　　商店街消費活性化支援事業補助金商店街向け 市独自

　電気・ガス料の利用総額に応じ、助成金を交付します。8月下旬か
ら申請の受け付けを開始する予定です。
〈申請期間〉8月下旬から6年1月31日㈬（必着）まで

　　　エネルギー料金高騰対策助成金事業者向け
問商工振興課☎436-2472

市独自

　事業者の皆さんが時代に即した事業再構築・設備投資を行う上で、
各補助金を活用しやすくなるよう、中小企業診断士やコンサルティ
ング会社等の専門家から申請支援を受ける際の費用の一部を補助し
ます。
〈申請期限〉6年2月29日㈭（必着）まで

　　　事業再構築・設備投資促進補助金事業者向け
問商工振興課☎436-2472

市独自

ヤングケアラー
声
を
あ
げ
ら
れ
る
環
境・関
係
づ
く
り
へ

　市では、物価高騰による市民や事業者の皆さんの負担を軽減するため、
市独自の施策を含めた支援策を行います。

　対象や申請方法等、詳しくは市ホームページ（各支援策の二次元コード）
をご覧いただくか、各課へお問い合わせください。

　県の小・中学生への給付金に加え、市は物価高騰による子育て世帯
の負担軽減のため、独自に新生児を含む未就学児（6年4月1日生まれ
までの新生児が対象）、高校生相当年齢の人および平成15年4月2日
から17年4月1日までに出生した特別児童扶養手当の認定を受けている人（20
歳の誕生日の前日まで同手当の認定を受けていた人を含む。各種障害者手帳
や、特定医療費（指定難病）受給者証等をお持ちでも特別児童扶養手当の認定を
受けていない人は対象外）を養育する保護者に対し、児童1人当たり1万円を支
給します。
〈申請時期〉市ホームページ等で案内予定※未就学児から高校生相当までの年齢
のうち、4月30日時点で市に住民登録があり、かつ、5月分児童手当対象児童の保
護者（公務員は除く）は申請不要、10月末支給予定

　　　子育て世帯に給付金を支給世帯向け
問子育て給付課☎436-2316

市独自

問
こ
ど
も
家
庭
支
援
課
☎
436
-2
4
0
8


